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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
五
六
）

3　

国
際
航
空
法
的
論
点

Ⅴ　

航
空
排
出
権
指
令
を
め
ぐ
る
政
治
的
解
決

1　

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
と
航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
削
減

2　

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
第
三
八
回
総
会
に
お
け
る
歴
史
的
成
果

Ⅵ　

結　

語

Ⅰ　

序　

説

大
気
中
の
温
室
効
果
ガ
ス
で
あ
る
二
酸
化
炭
素
（C

O
2

以
下
、「
カ
ー
ボ
ン
」
と
い
う
）
が
年
々
増
加
し
て
お
り

（
1
）

、
そ
の
た
め
の
気
候
変
動

（clim
ate change

）
が
、
山
火
事
、
干
ば
つ
、
集
中
豪
雨
、
洪
水
な
ど
の
異
常
気
象
の
頻
発
を
招
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
2
）

。
こ
の

問
題
を
重
く
受
け
止
め
た
国
際
社
会
は
、
一
九
九
二
年
、
地
球
環
境
の
保
護
の
た
め
の
新
た
な
国
際
的
取
り
決
め
と
し
て
、
気
候
変
動
枠

組
条
約

（
3
）

（U
nited N

ations F
ram

ew
ork C

onvention on C
lim

ate C
hange: U

N
F
C
C
C

）
を
採
択
し
た
。
同
条
約
の
下
で
毎
年
行
わ
れ
る
締

約
国
会
議
（C

onference of the P
arties: C

O
P

）
に
お
い
て
、
継
続
的
な
議
論
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る

（
4
）

。
カ
ー
ボ
ン
の
具
体
的
な
排
出
削

減
数
値
目
標
を
定
め
た
一
九
九
七
年
の
京
都
議
定
書

（
5
）

は
、
そ
の
最
大
の
成
果
と
い
え
る
。
一
方
、
世
界
各
国
も
低
炭
素
社
会
に
向
け
た
取

り
組
み
に
高
い
関
心
を
示
し
て
き
て
お
り
、
中
で
も
Ｅ
Ｕ
（
欧
州
連
合
）
は
極
め
て
積
極
的
で
あ
る

（
6
）

。
京
都
議
定
書
に
基
づ
く
削
減
数
値

目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
欧
州
排
出
権
取
引
制
度
（E

uropean U
nion E

m
issions T

rading S
ystem

: E
U
-E

T
S （

7
）

）
を
創
設
し
て
、
事
業

者
に
炭
素
効
率
を
向
上
さ
せ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
成
果
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
Ｅ
Ｕ
│

Ｅ
Ｔ
Ｓ
に
関
連
し
て
国
際
的
な
議
論
が
巻
き
起
こ
り
、
国
際
紛
争
の
様
相
ま
で
を
呈
す
る
に
至
っ
て
い
る
こ

五
二
六



航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
排
出
削
減
と
国
際
社
会
（
工
藤
）

（
一
二
五
七
）

と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
Ｅ
Ｕ
は
、
二
〇
〇
八
年
、
京
都
議
定
書
に
お
け
る
削
減
義
務
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
い
る
国
際
航
空
由

来
カ
ー
ボ
ン
に
つ
い
て
、
新
た
に
Ｅ
Ｕ
│

Ｅ
Ｔ
Ｓ
に
基
づ
く
排
出
権
取
引
を
強
制
す
る
こ
と
を
内
容
と
し
た
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
宛
の
指
令

（
8
）

「
航
空
排
出
権
指
令
（A

viation E
m
issions D

irective （
9
）

）」
を
採
択
し
た
。
同
指
令
は
、
Ｅ
Ｕ
内
の
空
港
に
発
着
す
る
航
空
機
に
つ
い
て
、

そ
の
国
籍
を
問
わ
ず
、
か
つ
当
該
国
籍
国
の
合
意
を
得
ず
に
施
行
さ
れ
、
全
飛
行
区
間
（
Ｅ
Ｕ
領
空
の
み
な
ら
ず
、
通
過
す
る
第
三
国
領
空
、

公
海
上
の
空
間
、
相
手
国
の
領
空
を
も
含
む
）
に
及
ぶ
カ
ー
ボ
ン
排
出
量
を
規
制
対
象
と
す
る
。
こ
の
指
令
に
対
し
、
国
際
社
会
は
猛
反
発
し

た
。
相
手
国
の
合
意
な
く
一
方
的
に
強
制
さ
れ
る
と
い
う
手
法
、
そ
し
て
規
制
範
囲
が
Ｅ
Ｕ
領
域
外
（
と
り
わ
け
公
海
上
の
空
間
、
相
手
国

領
空
）
に
及
ぶ
と
い
う
効
果
、
更
に
は
京
都
議
定
書
が
国
連
の
専
門
機
関
た
る
国
際
民
間
航
空
機
関
（International C

ivil A
viation 

O
rganization: IC

A
O

）
の
主
導
下
で
の
航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
削
減
を
謳
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
規
制
主
体
の
不
適
切
さ
を
捉
え
て
、

Ｅ
Ｕ
に
対
し
て
一
斉
に
批
判
を
加
え
始
め
た
の
で
あ
る

（
10
）

。

航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
は
産
業
全
体
の
排
出
量
か
ら
み
れ
ば
僅
か
三
％
に
止
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
世
界
を
敵
に
回
し
て
ま
で
Ｅ
Ｕ
が
指
令

の
施
行
に
こ
だ
わ
る
理
由
は
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
Ｅ
Ｕ
は
、
司
法
機
関
へ
の
提
訴
、
対
抗
的
立
法
・
貿
易
措
置
の
発
動

と
い
っ
た
厳
し
い
国
際
的
批
判
を
受
け
な
が
ら
も
、
二
〇
一
二
年
一
月
、
航
空
排
出
権
指
令
を
予
定
ど
お
り
に
施
行
さ
せ
た
。
以
下
本
稿

は
、
環
境
法
と
航
空
法
と
が
国
際
的
に
複
雑
に
か
ら
み
あ
う
こ
の
問
題
の
理
論
的
な
構
造
を
解
き
明
か
し
、
そ
の
先
に
、
Ｅ
Ｕ
の
真
意
を

探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
続
く
Ⅱ
章
で
は
、
議
論
の
基
礎
と
な
る
国
際
環
境
法
制
を
概
観
す
る
。
Ⅲ
章
で
は
、
航
空
排
出
権
指
令
の

適
用
を
め
ぐ
っ
て
発
生
し
た
国
際
紛
争
の
状
況
を
整
理
し
た
う
え
、
そ
こ
で
の
批
判
的
主
張
の
内
容
を
確
認
す
る
。
Ⅳ
章
で
は
、
Ｅ
Ｕ
の

防
御
的
主
張
の
説
得
力
を
検
証
す
る
。
Ⅴ
章
で
は
、
以
上
を
踏
ま
え
、
指
令
を
強
行
的
に
施
行
し
た
Ｅ
Ｕ
の
真
意
を
推
し
量
り
、
結
び
と

す
る
。

五
二
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
五
八
）

Ⅱ　

Ｅ
Ｕ
│

Ｅ
Ｔ
Ｓ
と
Ｅ
Ｕ
航
空
排
出
権
指
令

京
都
議
定
書
は
、
具
体
的
な
カ
ー
ボ
ン
削
数
値
目
標
を
先
進
国
に
課
し
、
同
時
に
削
減
努
力
の
促
進
と
削
減
の
実
効
確
保
の
た
め
の
手
法

を
規
定
す
る

（
11
）

。
国
際
排
出
権
取
引
（International E

m
issions T

rading

）
が
そ
の
代
表
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
産
業
施
設
等
か
ら
排
出
さ

れ
る
カ
ー
ボ
ン
は
大
気
に
混
合
さ
れ
地
球
全
体
を
め
ぐ
る
の
で
あ
り
、
い
か
な
る
場
所
で
削
減
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
意
味
は
同
じ
で

あ
る
。
し
か
も
炭
素
効
率
は
、
技
術
水
準
、
産
業
成
熟
度
等
に
よ
っ
て
各
国
、
各
産
業
で
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
た
め
、
炭
素
効
率
が
既
に
高

い
国
、
産
業
に
お
い
て
無
理
を
し
て
削
減
せ
ず
と
も
、
炭
素
効
率
が
低
く
削
減
余
地
の
大
き
い
国
、
産
業
に
お
い
て
削
減
努
力
を
す
る
方

が
、
よ
り
効
果
的
と
い
え
る
。
排
出
権
取
引
は
こ
の
点
に
着
目
し
、「
排
出
権
」
を
介
在
さ
せ
て
余
剰
と
不
足
と
を
交
換
で
き
る
取
引
を

行
う
こ
と
で
、
国
際
的
な
規
模
の
カ
ー
ボ
ン
削
減
を
可
能
性
に
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
前
述
の
Ｅ
Ｕ
│

Ｅ
Ｔ
Ｓ
は
、
こ
の
排
出
権
取

引
の
市
場
シ
ス
テ
ム
と
し
て
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
発
電
、
製
鉄
な
ど
の
炭
素
排
出
量
の
大
き
い
産
業
を
中
心
に
、

国
・
産
業
毎
に
排
出
量
を
割
り
当
て
、
事
業
者
が
そ
れ
を
下
回
る
場
合
に
は
余
剰
排
出
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
認
め
、
他
方
事
業
者
が
そ

れ
を
上
回
る
場
合
に
は
超
過
分
に
見
合
う
不
足
排
出
権
の
購
入
を
義
務
付
け
て
（
キ
ャ
ッ
プ
＆
ト
レ
ー
ド
方
式
）、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
国
別
削

減
目
標
の
達
成
に
貢
献
し
て
き
た

（
12
）

。

Ｅ
Ｕ
│

Ｅ
Ｔ
Ｓ
は
、
第
一
段
階
と
し
て
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
ま
で
が
実
行
さ
れ
た
が
、
産
業
に
偏
り
が
あ
り
排
出
権
が
過
剰

に
な
る
点
を
指
摘
さ
れ
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
の
第
二
段
階
で
は
適
用
産
業
の
範
囲
が
さ
れ
る
措
置
が
と
ら
れ
た

（
13
）

。
こ
こ
で
指
摘
す
べ
き

は
、
二
〇
一
二
年
か
ら
は
航
空
産
業
に
も
対
象
が
拡
大
さ
れ
施
行
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る

（
14
）

。
航
空
由
来
の
カ
ー
ボ
ン
は
、
全
産
業
か
ら
み

る
と
三
％
程
度
に
と
ど
ま
る

（
15
）

。
し
か
し
、
地
上
に
お
け
る
工
業
施
設
由
来
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
高
度
上
空
で
排
出
さ
れ
る
カ
ー
ボ
ン
は

五
二
八
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空
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来
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ン
の
排
出
削
減
と
国
際
社
会
（
工
藤
）

（
一
二
五
九
）

名
目
以
上
の
温
室
効
果
を
生
ず
る
と
い
わ
れ
る

（
16
）

。
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
で
は
低
価
格
航
空
会
社
Ｌ
Ｃ
Ｃ
の
台
頭
の
影
響
も
あ
っ
て
近
年
航
空
運
輸

が
飛
躍
的
に
増
加
し
て
お
り

（
17
）

、
そ
れ
に
伴
い
航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
増
大
は
も
は
や
看
過
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
当
該
措

置
を
定
め
る
航
空
排
出
権
指
令
は
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
の
間
の
年
平
均
総
排
出
量
を
基
準
と
し
、
二
〇
一
二
年
は
そ
の

九
七
％
、
二
〇
一
三
年
以
降
は
九
五
％
に
抑
え
る
数
値
目
標
を
定
め
る

（
18
）

。
ま
た
同
指
令
は
、
Ｅ
Ｕ
域
内
空
港
に
お
け
る
離
発
着
と
い
う
域

内
発
生
事
象
を
規
制
の
根
拠
と
す
る
域
内
ル
ー
ル
と
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の
た
め
外
交
関
係
を
定
め
る
条
約
等
の
文
書
と
異
な
り
、
相
手

国
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
乗
入
れ
航
空
事
業
者
の
国
籍
国
の
合
意
を
得
ず
に
、
Ｅ
Ｕ
の
措
置
に
よ
っ
て
一
方
的
に
強
制
で
き
る

（
19
）

。

と
こ
ろ
で
Ｅ
Ｕ
│

Ｅ
Ｔ
Ｓ
は
、
Ｅ
Ｕ
の
政
策
目
標
の
達
成
手
段
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
原
則
的
な
適
用
範
囲
は
Ｅ
Ｕ
域
内
で
あ
る
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
指
令
は
、
そ
の
地
理
的
適
用
範
囲
を
Ｅ
Ｕ
領
空
内
に
限
定
せ
ず
、
Ｅ
Ｕ
域
内
空
港
へ
の
離
発
着
を
条
件
と
し
つ
つ
、

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
と
相
手
国
と
の
間
の
全
区
間
を
対
象
と
す
る

（
20
）

。
従
っ
て
こ
れ
に
は
、
上
空
を
通
過
す
る
第
三
国
の
領
空
、
公
海
上
の
空
間
、

及
び
相
手
国
の
領
空
も
が
、
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
Ｅ
Ｕ
が
か
か
る
規
律
を
定
め
た
理
由
で
あ
る
が
、
第
一
に
は
、
実
効
的
な
カ
ー
ボ

ン
削
減
の
た
め
に
は
よ
り
広
範
囲
を
カ
バ
ー
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
ロ
ン
ド
ン
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
間
の

路
線
で
い
え
ば
、
Ｅ
Ｕ
領
空
の
区
間
は
全
体
の
三
〇
％
に
過
ぎ
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
適
用
範
囲
を
設
定
す
べ
き
所
以
で
あ
る
。
第
二
に

は
、
Ｅ
Ｕ
の
航
空
産
業
保
護
の
要
請
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
航
空
産
業
は
拡
大
の
著
し
い
産
業
で
あ
り
、
基
準
年
以
降
の
成
長
分
を
加
味
す

る
と
、
事
業
者
に
は
排
出
権
購
入
義
務
が
発
生
す
る
場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
前
提
で
仮
に
Ｅ
Ｕ
領
空
だ
け
を
規
制
範
囲
に
す

る
と
、
域
内
航
空
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
よ
り
大
き
い
Ｅ
Ｕ
系
事
業
者
の
負
担
が
膨
ら
み
、
Ｅ
Ｕ
域
外
航
空
事
業
者
と
の
間
の
競
争
を
歪
め
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

（
21
）

。
も
っ
と
も
上
記
第
一
の
理
由
は
、
カ
ー
ボ
ン
の
削
減
に
積
極
的
な
Ｅ
Ｕ
の
立
場
か
ら
の
論
理
の
押
し
つ
け
で

あ
る
し
、
第
二
の
理
由
は
、
身
内
の
権
益
を
守
る
た
め
の
、
い
わ
ば
Ｅ
Ｕ
側
の
都
合
で
あ
る
。
航
空
排
出
権
指
令
は
、
こ
う
し
て
国
際
社

五
二
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
六
〇
）

会
か
ら
全
包
囲
的
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

（
22
）

。

Ⅲ　

航
空
排
出
権
指
令
に
対
す
る
国
際
的
批
判

本
章
で
は
、
航
空
排
出
権
指
令
を
施
行
す
る
Ｅ
Ｕ
と
そ
の
一
方
的
強
制
に
反
対
す
る
諸
国
と
の
間
に
生
じ
た
軋
轢
の
状
況
を
確
認
し
た

後
、
批
判
の
中
核
で
あ
る
、
同
指
令
が
国
際
環
境
法
、
国
際
航
空
法
と
い
う
法
的
枠
組
み
と
整
合
的
で
な
い
と
す
る
根
拠
を
検
討
す
る
。

1　

航
空
排
出
権
紛
争
の
勃
発

前
述
の
と
お
り
、
航
空
排
出
権
指
令
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
│

Ｅ
Ｔ
Ｓ
は
Ｅ
Ｕ
域
内
を
離
発
着
す
る
、
外
国
籍
機
を
含
む
原
則
と
し
て
す
べ

て
の
航
空
機
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
批
判
の
急
先
鋒
は
米
国
で
あ
る
。
同
国
の
航
空
事
業
者
と
そ
の
事
業
者
団

体
は
、
航
空
排
出
権
指
令
を
国
内
立
法
措
置
し
た
英
国
政
府
に
対
し
、
領
空
主
権
を
謳
う
シ
カ
ゴ
条
約
違
反
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
よ
る
削
減
努

力
を
定
め
る
京
都
議
定
書
違
反
等
を
主
張
し
て
、
訴
訟
を
提
起
し
た

（
23
）

。
二
〇
〇
九
年
一
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
も
こ
れ
を
受
け
て
立

つ
こ
と
に
よ
り
、
航
空
排
出
権
紛
争
と
い
う
べ
き
事
態
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

本
案
は
そ
の
後
、
加
盟
国
一
国
に
止
ま
ら
な
い
影
響
を
有
す
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
、
先
決
裁
定
の
た
め
欧
州
司
法
裁
判
所
（
Ｅ
Ｃ
Ｊ
）

に
移
送
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
最
終
的
に
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
に
至
っ
て
、
国
際
法
規
範
に
照
ら
し
て
指
令
は
適
法
で
あ
る
、
と
の
判

決
が
下
さ
れ
た
。
無
論
こ
の
結
論
を
Ｅ
Ｕ
、
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
が
評
価
し
な
い
わ
け
は
な
か
っ
た
が

（
24
）

、
一
旦
振
り
上
げ
た
拳
を
米
国
が
お
さ

め
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
二
〇
一
二
年
七
月
、
米
国
上
院
商
業
・
科
学
・
交
通
委
員
会
（C

om
m
erce, S

cience and T
ransportation 

C
om

m
ittee of the U

nited S
tates S

enate

）
は
、
米
国
運
輸
当
局
が
自
国
航
空
事
業
者
に
Ｅ
Ｕ
│

Ｅ
Ｔ
Ｓ
に
服
し
な
い
よ
う
命
じ
る
こ
と

五
三
〇



航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
排
出
削
減
と
国
際
社
会
（
工
藤
）

（
一
二
六
一
）

を
、
許
可
し
た
の
で
あ
る

（
25
）

。
同
年
一
二
月
に
は
、
米
国
上
下
両
院
が
「
Ｅ
Ｕ
排
出
権
取
引
指
令
禁
止
法
（E

uropean U
nion E

m
issions 

T
rading S

chem
e P

rohibition A
ct of 2011 （

26
）

）」
を
採
択
し
、
オ
バ
マ
大
統
領
も
こ
れ
に
署
名
し
て
、
前
述
の
禁
止
措
置
に
直
接
の
法
的
根

拠
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

Ｅ
Ｕ
指
令
の
批
判
は
他
国
か
ら
も
噴
出
し
た
。
た
と
え
ば
中
国
は
、
自
国
航
空
事
業
者
が
Ｅ
Ｕ
│

Ｅ
Ｔ
Ｓ
に
服
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
通

達
を
発
遣
し
た
し

（
27
）

、
欧
州
製
大
型
航
空
機
の
購
入
を
停
止
す
る
な
ど
の
実
効
手
段
に
も
訴
え
た

（
28
）

。
二
〇
一
二
年
二
月
に
は
、
中
国
の
ほ

か
、
ロ
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
日
本
を
含
む
計
二
三
か
国
が
参
加
し
て
、
Ｅ
Ｕ
指
令
の
不
当
性
を
訴
え
る
国
際
宣
言
も
行
わ
れ
た
（M

oscow
 

D
eclaration （

29
）

）。

こ
の
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
│

Ｅ
Ｔ
Ｓ
の
適
用
範
囲
の
拡
大
に
対
す
る
先
進
国
、
新
興
国
あ
る
い
は
途
上
国
を
も
含
め
た
国
際
社
会
に
よ
る
極

め
て
強
い
反
対
表
明
は
、
京
都
議
定
書
に
基
づ
く
排
出
削
減
努
力
が
米
国
、
中
国
と
い
っ
た
主
要
排
出
国
の
加
盟
を
得
ら
れ
ず
に
事
実
上

失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
「
ポ
ス
ト
京
都
」
の
議
論
に
も
一
向
に
光
明
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
想
起
す
る
と
き
、
あ
る
意
味
で
当

然
の
反
応
の
よ
う
に
思
え
る
。
排
出
権
取
引
の
強
制
は
航
空
産
業
の
コ
ス
ト
構
造
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
る
う
え
に
、
他
産
業
へ
の

波
及
効
果
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
カ
ー
ボ
ン
削
減
に
消
極
的
な
立
場
か
ら
は
に
わ
か
に
は
受
け
入
れ
が
た
い
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
の

主
張
の
法
的
正
当
性
で
あ
る
。
航
空
排
出
権
紛
争
は
、
地
球
温
暖
化
の
原
因
と
な
る
カ
ー
ボ
ン
の
削
減
と
い
う
文
脈
（
国
際
環
境
法
的
論

点
）
と
、
航
空
機
の
国
際
的
な
運
航
条
件
の
設
定
（
国
際
航
空
法
的
論
点
）
と
い
う
文
脈
と
の
交
点
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
。
以
下
、
こ
れ

ら
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

五
三
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
六
二
）

2　

国
際
環
境
法
的
論
点

は
じ
め
に
、
議
論
の
前
提
と
な
る
、
温
暖
化
対
策
の
国
際
的
取
組
み
の
内
容
を
確
認
し
て
お
く
。

一
九
八
〇
年
代
、
科
学
者
た
ち
が
地
球
気
温
の
急
激
な
上
昇
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
始
め
る
と
、
国
際
社
会
は
問
題
の
深
刻
さ
を
認
識
す
る

と
と
も
に
対
策
に
乗
り
出
し
た
。
気
候
変
動
に
関
す
る
政
府
間
パ
ネ
ル
（
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
）
に
よ
る
国
際
的
な
気
候
変
動
に
対
す
る
研
究
報
告

が
な
さ
れ
た
後
、
一
九
九
二
年
、
国
連
会
議
に
お
い
て
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
抑
制
し
地
球
温
暖
化
の
進
行
を
防
ぐ
た
め
の
国
際
的

合
意
と
し
て
国
連
気
候
変
動
枠
組
条
約
（
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
）
が
採
択
さ
れ
た
。
同
条
約
は
「
気
候
系
に
対
し
て
危
険
な
人
為
的
干
渉
を
及

ぼ
す
こ
と
と
な
ら
な
い
水
準
に
お
い
て
、
大
気
中
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
濃
度
を
安
定
化
さ
せ
る
こ
と
」
を
最
終
目
標
と
し
、
先
進
国
と
発

展
途
上
国
と
が
「
共
通
だ
が
差
異
あ
る
責
任
（C
om

m
on B

ut D
iff erentiated R

esponsibility

）」
原
則
の
下
、
気
候
系
を
保
護
す
る
こ
と
を

規
定
し
た

（
30
）

。
た
だ
し
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
は
、
カ
ー
ボ
ン
の
環
境
負
荷
を
抑
制
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
単
に
抽
象
的
な
合
意
を
行
っ
た
に
過
ぎ

な
い
。
よ
っ
て
各
国
の
具
体
的
な
義
務
を
規
定
し
た
法
的
拘
束
力
あ
る
国
際
合
意
文
書
で
補
う
必
要
が
あ
っ
た
。
一
九
九
七
年
に
採
択
さ

れ
た
京
都
議
定
書
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
た
と
え
ば
Ｅ
Ｕ
は
一
九
九
〇
年
比
八
％
減
、
日
本
は
同
六
％
減
と
い
っ
た
、
具
体
的
な

削
減
義
務
を
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

（
31
）

。

実
は
京
都
議
定
書
は
、
航
空
機
の
運
航
に
由
来
す
る
カ
ー
ボ
ン
の
削
減
に
言
及
し
た
一
箇
条
を
有
し
て
い
る

（
32
）

。
た
だ
し
、
同
議
定
書
の

規
制
対
象
と
し
て
の
排
出
源
か
ら
こ
れ
を
除
外
す
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
京
都
議
定
書
は
、
カ
ー
ボ
ン
排
出
源

た
る
発
電
所
や
重
工
業
施
設
が
締
約
国
の
領
域
内
に
固
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
削
減
目
標
を
国
毎
に
定
め
て
い
る

（
33
）

。
こ
れ
に
対

し
て
国
際
航
空
運
送
に
従
事
す
る
航
空
機
は
、
接
地
点
だ
け
を
と
っ
て
も
最
低
二
国
間
（
寄
航
地
が
あ
る
場
合
は
三
国
以
上
）
を
結
ぶ
の
で

あ
り
、
排
出
量
を
い
ず
れ
の
国
の
削
減
義
務
に
含
め
る
の
か
は
議
論
と
な
り
得
る
。
仮
に
飛
行
区
間
を
領
空
の
範
囲
で
個
々
に
区
切
っ
て

五
三
二



航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
排
出
削
減
と
国
際
社
会
（
工
藤
）

（
一
二
六
三
）

関
係
国
に
削
減
義
務
を
割
り
当
て
る
に
し
て
も
、
公
海
上
の
区
間
の
帰
属
は
宙
に
う
く
。
そ
し
て
よ
り
困
難
な
の
は
、
今
日
、
共
同
運
航

（Joint O
peration

）、
コ
ー
ド
シ
ェ
ア
（C

ode-S
haring

）
と
い
っ
た
、
一
種
の
相
乗
り
運
航
が
一
般
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る

（
34
）

。
京
都
議

定
書
の
国
別
削
減
目
標
の
考
え
方
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
、
航
空
機
の
国
籍
や
、
就
航
国
あ
る
い
は
下
位
国
と
い
っ
た
基
準
で
排
出
量
を
単

純
に
割
り
当
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
に
鑑
み
、
同
議
定
書
は
、
国
際
航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
に
つ
い
て
は
、

従
来
か
ら
国
際
航
空
を
技
術
的
に
監
督
し
て
き
た
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の
主
導
に
よ
っ
て
こ
れ
を
適
切
に
削
減
す
る
こ
と
と
し
、
航
空
機
を
京
都
議

定
書
下
の
一
般
排
出
源
と
は
区
別
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
（
二
条
二
項
）。

航
空
排
出
権
指
令
は
、
こ
の
国
際
環
境
法
の
法
的
枠
組
み
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
規
制
主
体
、
効
果
、
手
法
の
各
面
で
、
齟
齬
ま
た
は

問
題
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
つ
ま
り
、
京
都
議
定
書
は
「
国
又
は
地
域
共
同
体
の
主
導
に
よ
っ
て
」
削
減
を
追
求
す
る
と
は
規
定
し
て

い
な
い
。
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
発
着
便
に
つ
い
て
全
飛
行
区
間
を
規
制
対
象
と
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
Ｅ
Ｕ
領
域
へ
の
乗
り
入
れ
を
条
件
と
す
る

規
制
は
、
地
球
全
体
規
模
で
の
削
減
努
力
を
志
向
し
て
き
た
従
前
の
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
や
京
都
議
定
書
に
比
べ
て
効
果
の
面
で
限
定
的
と
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
。
更
に
い
え
ば
、
対
象
国
家
の
合
意
を
調
達
し
な
い
で
一
方
的
に
強
制
さ
れ
る
排
出
権
取
引
は
、
京
都
議
定
書
に
基
づ

く
排
出
権
取
引
と
は
手
法
的
に
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。「
共
通
だ
が
差
異
あ
る
責
任
」
原
則
と
の
抵
触
も
疑
わ
れ
る
。
指
令
に
よ
れ

ば
、
先
進
国
、
途
上
国
の
区
別
な
く
、
一
律
に
排
出
権
取
引
が
課
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
京
都
議
定
書
に
お
い
て
は
削
減
義
務
を
課
さ
れ

な
い
途
上
国
が
、
元
々
京
都
議
定
書
の
削
減
目
標
を
達
成
す
る
手
段
に
過
ぎ
な
い
排
出
権
取
引
を
強
制
さ
れ
て
潜
在
的
な
削
減
義
務
を
負

う
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
が
指
令
を
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
こ
の
レ
ジ
ー
ム
・
チ
ェ
ン
ジ
と
い
う
部
分
が
大
き
い
に
違
い
な
い
。

五
三
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
六
四
）

3　

国
際
航
空
法
的
論
点

今
日
、
国
際
的
な
航
空
運
送
事
業
は
、
一
九
四
四
年
シ
カ
ゴ
条
約
（
国
際
民
間
航
空
条
約

（
35
）

）
を
礎
と
す
る
国
際
協
調
の
枠
組
み
の
な
か

で
、
安
定
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
同
条
約
は
、
締
約
国
間
の
（
主
と
し
て
技
術
面
で
の
）
協
力
関
係
を
促
進
す
る
目
的
で
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
を
設

置
し
て
お
り
、
加
え
て
「
機
会
均
等
主
義
（P

rinciple of E
qual O

pportunity

）」
に
基
づ
き
、
各
国
の
利
害
の
公
平
な
調
整
に
意
を
砕
い

て
い
る
。
国
際
航
空
由
来
の
カ
ー
ボ
ン
を
削
減
し
よ
う
と
す
る
Ｅ
Ｕ
の
航
空
排
出
権
指
令
は
、
も
う
一
方
で
こ
の
国
際
航
空
法
の
体
系
と

も
整
合
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

航
空
排
出
権
指
令
と
抵
触
し
得
る
具
体
的
な
課
題
と
し
て
は
、（
Ａ
）
各
国
が
施
行
す
る
運
航
条
件
規
則
（
航
路
の
設
定
や
環
境
基
準
な

ど
）
が
入
り
乱
れ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
特
定
国
が
空
を
勝
手
に
支
配
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
公
海
上
の
「
運
航
規
則
」
に
関
す
る
条

約
ル
ー
ル
と
の
整
合
性
、（
Ｂ
）
各
国
が
課
税
（tax

）
又
は
課
金
（charge

）
を
相
互
に
強
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
際
航
空
の
円
滑
な
実

施
や
効
率
的
な
運
用
が
害
さ
れ
な
い
よ
う
す
る
た
め
の
「
課
税
・
課
金
」
に
関
す
る
条
約
ル
ー
ル
と
の
整
合
性
、
そ
し
て
（
Ｃ
）
民
間
航

空
機
を
安
定
的
に
運
航
す
る
権
利
を
尊
重
し
つ
つ
、
各
国
が
そ
の
領
空
に
排
他
的
な
主
権
を
有
す
る
こ
と
を
定
め
る
領
空
主
権
に
関
す
る

条
約
ル
ー
ル
と
の
整
合
性
で
あ
る
（
こ
れ
は
、
航
空
排
出
権
指
令
の
性
質
論
と
し
て
、
他
国
の
主
権
の
一
部
で
あ
る
立
法
管
轄
権
を
制
限
し
つ
つ
、

自
国
の
規
範
の
効
果
を
他
国
の
領
域
内
に
及
ぼ
す
「
域
外
適
用
（extraterritorial application

）」
を
構
成
す
る
か
、
と
い
う
問
題
に
変
換
さ
れ
る
。）。

結
果
か
ら
い
え
ば
、
指
令
は
こ
の
い
ず
れ
の
点
に
つ
い
て
も
、
以
下
の
と
お
り
鋭
い
批
判
を
受
け
て
い
る
。

（
Ａ
）
運
航
規
則

航
空
排
出
権
指
令
は
、
公
海
上
で
排
出
さ
れ
る
カ
ー
ボ
ン
を
も
規
制
対
象
に
含
め
る
。
こ
の
点
、
シ
カ
ゴ
条
約
は
「
公
海
の
上
部
空
間

五
三
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航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
排
出
削
減
と
国
際
社
会
（
工
藤
）

（
一
二
六
五
）

に
つ
い
て
は
、
シ
カ
ゴ
条
約
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
規
律
の
み
が
強
制
力
を
有
す
る
」（
一
二
条
）
と
し
て
い
る
。
指
令
が
同
条
約
に
基
づ

く
規
律
で
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
ま
た
、
シ
カ
ゴ
条
約
は
、
就
航
当
事
国
に
よ
る
二
国
間
航
空
協
定
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
運
用
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
、
米
欧
間
の
二
国
間
協
定
で
あ
る
米
欧
オ
ー
プ
ン
ス
カ
イ
協
定

（
36
）

は
、
お
互
い
に
運
航
規
則
を
一
方
的
に
強
制
し
な
い
旨
合

意
し
て
お
り
、
こ
れ
に
抵
触
す
る
疑
い
も
指
摘
さ
れ
る

（
37
）

。

（
Ｂ
）
課
税
・
課
金

シ
カ
ゴ
条
約
は
燃
油
の
相
互
課
税
免
除
（reciprocal tax exem

ption

）
を
規
定
し
て
い
る
（
二
四
条
）。
航
空
機
は
往
来
を
繰
り
返
す
た

め
、
そ
の
都
度
課
税
を
行
う
と
徒
に
煩
雑
と
な
り
、
航
空
の
円
滑
な
実
施
が
阻
害
さ
れ
る
。
自
国
機
に
一
旦
課
税
さ
れ
て
逆
に
相
手
国
機

に
課
税
し
返
す
の
な
ら
、
最
初
か
ら
互
い
に
課
税
し
な
い
方
が
合
理
的
だ
と
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
、
カ
ー
ボ
ン
が
航
空
燃

料
の
燃
焼
に
よ
り
形
を
変
え
て
大
気
中
に
放
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
と
、
排
出
権
取
引
は
航
空
燃
料
の
消
費
に
対
す
る
、

燃
油
課
税
に
通
ず
る
性
質
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
、
課
税
が
相
互
免
除
に
ど
こ
ろ
か
、
Ｅ
Ｕ
側
か
ら
の
み
一
方
的
に
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
も
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

（
38
）

。

ま
た
シ
カ
ゴ
条
約
は
、
空
港
等
施
設
使
用
料
の
よ
う
な
課
金
（charge

）
に
関
し
て
も
規
定
を
置
く
。
す
な
わ
ち
、「
空
港
の
使
用
料
金

そ
の
他
の
使
用
料
金
は
、
す
べ
て
の
締
結
国
の
航
空
機
に
対
し
て
自
国
機
と
同
様
に
均
等
の
条
件
の
下
に
こ
れ
を
課
す
こ
と
、
及
び
、
い

ず
れ
の
締
結
国
も
他
の
締
結
国
の
航
空
機
又
は
そ
の
航
空
機
上
の
人
若
し
く
は
財
産
が
自
国
の
領
域
上
空
の
通
過
、
同
領
域
へ
の
入
国
又

は
そ
こ
か
ら
の
出
国
を
す
る
権
利
の
み
に
関
し
て
は
、
手
数
料
、
使
用
料
そ
の
他
の
課
金
を
行
わ
な
い
こ
と
」
を
定
め
る
（
一
五
条
）。
排

出
権
取
引
を
、
燃
油
の
消
費
又
は
そ
の
結
果
排
出
さ
れ
る
カ
ー
ボ
ン
に
対
す
る
課
金
と
み
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
少
な
く
と
も
航
空
施
設
の

五
三
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
六
六
）

利
用
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
対
価
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
単
に
出
入
国
を
基
準
と
し
て
課
さ
れ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
条
約
上

許
容
さ
れ
て
い
な
い
課
金
と
い
え
る
わ
け
で
あ
る

（
39
）

。

（
Ｃ
）
域
外
適
用

シ
カ
ゴ
条
約
は
、「
各
国
が
そ
の
領
域
上
の
空
間
に
お
い
て
完
全
且
つ
排
他
的
な
主
権
を
有
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
」（
一
条
）
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
領
空
主
権
（S

overeignty of the A
ir

）
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
点
航
空
排
出
権
指
令
は
、
相
手
国
の
合
意
を
調
達
せ
ず
に
一

方
的
な
措
置
と
し
て
行
わ
れ
る
う
え
に
、
Ｅ
Ｕ
就
航
路
線
上
の
全
旅
程
を
規
制
対
象
と
す
る
こ
と
か
ら
、
相
手
国
領
空
に
あ
っ
て
そ
の
立

法
管
轄
権
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
否
定
で
き
な
い

（
40
）

。

確
か
に
今
日
、
領
空
主
権
は
、
完
全
に
排
他
的
な
も
の
と
し
て
は
も
は
や
存
在
し
て
い
な
い
。
国
法
の
域
外
適
用
が
、
効
果
主
義

（eff ect theory

）
等
の
理
論
に
基
づ
き
、
国
際
社
会
に
お
い
て
一
定
の
範
囲
で
承
認
さ
れ
て
き
て
い
る
た
め
で
あ
る

（
41
）

。
た
と
え
ば
、
域
外

で
行
わ
れ
る
域
外
企
業
同
士
の
合
併
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
合
併
に
よ
る
競
争
制
限
の
効
果
が
域
内
の
市
場
に
及
ぶ
場
合
、
国
家
は
そ
の
よ

う
な
域
外
の
合
併
に
対
し
て
国
法
た
る
独
占
禁
止
法
を
適
用
し
て
こ
れ
を
規
制
で
き
る

（
42
）

。
あ
る
い
は
、
環
境
汚
染
物
質
の
排
出
が
域
外
の

地
点
で
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
影
響
を
域
内
に
お
い
て
受
け
る
国
家
は
、
国
法
た
る
環
境
法
を
適
用
し
て
排
出
主
体
を
規
制
で
き
る

（
43
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
カ
ー
ボ
ン
は
本
来
的
な
汚
染
物
質
で
は
な
く
、
そ
の
域
内
へ
の
影
響
も
直
接
的
か
つ
具
体
的
に
は
計
れ
な
い
。
Ｅ
Ｕ
が
、

効
果
主
義
に
基
づ
き
Ｅ
Ｕ
域
内
へ
の
効
果
を
立
証
し
、
相
手
国
域
内
へ
の
規
制
の
拡
張
を
許
容
さ
れ
る
べ
き
域
外
適
用
と
主
張
す
る
こ
と

は
、
現
実
的
に
は
厳
し
い
の
で
あ
る

（
44
）

。

五
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航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
排
出
削
減
と
国
際
社
会
（
工
藤
）

（
一
二
六
七
）

Ⅳ　

航
空
排
出
権
指
令
の
本
質

1　

米
系
航
空
事
業
者
に
よ
る
提
訴
と
Ｅ
Ｃ
Ｊ
判
決

航
空
排
出
権
指
令
に
対
す
る
批
判
に
は
、
上
述
の
と
お
り
に
そ
れ
な
り
の
根
拠
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
実
際
に
、
米
系
航

空
事
業
者
と
そ
の
事
業
者
団
体
は
、
指
令
の
国
際
環
境
法
適
合
性
、
国
際
航
空
法
適
合
性
を
争
っ
て
、
英
国
の
行
政
裁
判
所
に
提
訴
し
た

の
で
あ
っ
た

（
45
）

。
し
か
し
、
そ
の
後
本
案
が
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
移
送
さ
れ
、
そ
こ
で
彼
ら
に
示
さ
れ
た
判
決
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
判
決

理
由
の
冒
頭
を
次
に
引
用
し
よ
う
。

「
航
空
事
業
を
Ｅ
Ｕ
│

Ｅ
Ｔ
Ｓ
に
包
摂
す
る
当
該
指
令
は
合
法
で
あ
る
（“T

he directive including aviation activities in the E
U

’s em
issions 

trading schem
e is valid. ”

）。
そ
の
司
法
判
断
は
、
米
国
や
中
国
を
含
む
国
際
社
会
の
期
待
に
反
し
、
Ｅ
Ｕ
指
令
の
国
際
環
境
法
適
合
性

及
び
国
際
航
空
法
適
合
性
を
、
全
面
的
に
支
持
し
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

考
え
て
み
れ
ば
Ｅ
Ｕ
と
し
て
も
、
最
初
か
ら
勝
算
な
く
し
て
こ
の
よ
う
に
挑
戦
的
で
、
あ
る
意
味
紛
争
誘
発
的
な
措
置
を
発
動
す
る
こ

と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
否
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
は
周
到
な
理
論
武
装
に
よ
っ
て
、
指
令
の
合
法
性
を
確
信
し
て
い
た
と
み
る
の
が

正
し
い
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
判
決
は
、
彼
ら
か
ら
し
た
ら
当
然
の
結
果
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
続
い
て
は
、
国
際
環
境
法
、
国
際
航
空
法
の
各
論
点

に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
の
防
御
的
主
張
の
内
容
を
検
証
す
る
。

2　

国
際
環
境
法
的
論
点

京
都
議
定
書
は
、
航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
削
減
が
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
と
、
理
解
さ
れ
て
い
る
。

五
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本
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第
八
十
巻
第
三
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（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
六
八
）

こ
こ
で
、
該
当
す
る
条
約
二
条
二
項
の
条
文
を
参
照
し
て
み
る
。「
…
締
約
国
は
、
国
際
民
間
航
空
機
関
及
び
国
際
海
事
機
関
を
通
じ
て

作
業
を
行
い
、
航
空
機
燃
料
及
び
バ
ン
カ
ー
油
か
ら
排
出
さ
れ
る
温
室
効
果
ガ
ス
…
の
抑
制
又
は
削
減
を
追
求
す
る
。」

確
か
に
指
令
に
基
づ
く
排
出
権
取
引
は
、
国
際
民
間
航
空
機
関
（
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
）
が
制
度
設
計
に
も
制
度
運
用
に
も
直
接
関
与
し
て
お
ら

ず
、
し
た
が
っ
て
京
都
議
定
書
の
右
規
定
に
抵
触
す
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
文
理
構
造
を
直
裁
に
評
価
す
る
と
き
、
京
都
議

定
書
が
航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
抑
制
又
は
削
減
に
つ
い
て
、（
専
門
機
関
と
し
て
の
従
来
の
蓄
積
と
今
後
の
更
な
る
研
究
成
果
に
期
待
し
）

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
を
通
じ
た
何
等
か
の
作
業
の
遂
行
を
求
め
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
主
文
自
体
は
、
あ
く
ま
で
加
盟
国
が
主
体
と
し

て
抑
制
又
は
削
減
の
努
力
を
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

（
46
）

。
Ｅ
Ｕ
は
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
と
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
と
の
協
働
に
よ
っ
て
示
さ

れ
た
航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
排
出
抑
制
に
関
す
る
報
告
結
果
を
踏
ま
え
今
回
の
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
て
お
り
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
よ
る
作
業

の
成
果
に
負
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
前
に
、
こ
こ
で
は
以
外
の
主
体
が
排
出
抑
制
・
削
減
を
行
う
こ
と
も
否
定
さ
れ
て
い

な
い
。
仮
に
国
際
航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
に
も
京
都
議
定
書
が
適
用
さ
れ
る
と
前
提
す
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
は
、
京
都
議
定
書
に
加
盟
す
る
唯
一
の

地
域
共
同
体
と
し
て
当
事
者
適
格
も
あ
る
点
で
、
適
法
な
措
置
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
規
則
は
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
立
法
措
置
を
要
す
る

「
指
令
」
で
あ
り
、
京
都
議
定
書
の
当
事
国
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
、
Ｅ
Ｕ
条
約
と
京
都
議
定
書
と
に
つ
い
て
の
正
当
な
当
事
者
適
格
に

基
づ
き
削
減
努
力
を
し
て
い
る
と
も
評
価
で
き
る
。

「
共
通
だ
が
差
異
あ
る
責
任
」
に
つ
い
て
も
、
抗
弁
が
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
、
京
都
議
定
書
が
規
定
し
て
い
な
い
排
出
源
と
し
て
の
航

空
機
を
規
制
す
る
の
が
航
空
排
出
権
指
令
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
批
判
の
先
頭
に
立
つ
米
中
が
京
都
議
定
書
の
加
盟
国
で
な
い
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
適
用
規
範
と
し
て
基
本
的
に
参
照
す
べ
き
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
同
条
約
は
い
う
、「
締
約
国
は
、
衡
平

の
原
則
に
基
づ
き
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
共
通
に
有
し
て
い
る
が
差
異
の
あ
る
責
任
及
び
各
国
の
能
力
に
従
い
、
人
類
の
現
在
及
び
将
来
の

五
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航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
排
出
削
減
と
国
際
社
会
（
工
藤
）

（
一
二
六
九
）

世
代
の
た
め
に
気
候
系
を
保
護
す
べ
き
で
あ
る
」
と
（
三
条
一
項
）。
こ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
「
共
通
だ
が
差
異
あ
る
責
任
」『
原
則
』
が
謳

わ
れ
て
い
る
と
、
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
文
理
を
注
意
深
く
分
析
す
る
と
、
ま
ず
も
っ
て
準
拠
す
べ
き
と
命
令
し
て
い
る
の
は
「
衡

平
（equity
）」
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。「
共
通
だ
が
差
異
あ
る
責
任
」
と
い
う
『
原
則
』
は
、
実
際
は
真
の
原
則
あ
る
い
は
上

位
の
原
則
と
位
置
付
け
ら
れ
る
衡
平
の
要
請
に
劣
後
す
る
、
機
能
概
念
と
み
る
の
が
正
し
い

（
47
）

。
す
な
わ
ち
、
途
上
国
と
い
え
ど
も
、
各
能

力
に
応
じ
た
気
候
系
保
護
の
た
め
の
抽
象
的
義
務
は
負
う
の
で
あ
り
、
そ
の
能
力
の
判
定
と
義
務
の
負
荷
に
関
し
て
、
経
済
発
展
段
階
の

差
異
を
考
慮
し
、
今
後
の
産
業
成
長
を
阻
害
し
な
い
配
慮
を
要
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
航
空
産
業
は
、
先

進
国
に
お
い
て
の
み
効
率
性
が
高
い
わ
け
で
も
、
途
上
国
で
あ
る
か
ら
当
然
に
効
率
が
悪
い
わ
け
で
も
な
く
、
国
の
一
般
的
経
済
発
展
段

階
に
則
し
て
機
械
的
に
排
出
義
務
の
有
無
を
分
け
る
の
は
、
む
し
ろ
「
衡
平
」
に
反
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
共
通
だ
が
差
異
あ
る
責
任
」

に
お
け
る
「
差
異
」
の
態
様
を
現
実
に
則
し
て
考
慮
す
る
か
た
ち
で
、
今
回
の
航
空
排
出
権
指
令
の
よ
う
に
国
際
的
に
産
業
横
断
的
な
、

一
律
の
規
制
が
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
国
際
航
空
法
に
お
け
る
衡
平
の
原
理
と
い
う
べ
き
「
機
会
均
等
主
義
」
と

も
合
致
す
る
。

3　

国
際
航
空
法
的
論
点

（
Ａ
）
運
航
規
則

航
空
排
出
権
指
令
は
、
シ
カ
ゴ
条
約
に
基
づ
か
な
い
公
海
上
の
運
航
規
則
（
同
条
約
一
二
条
）
に
当
た
る
と
の
批
判
が
あ
っ
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
公
海
上
の
運
航
規
則
を
シ
カ
ゴ
条
約
に
委
ね
る
趣
旨
か
ら
の
演
繹
的
な
反
論
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
規
定
は
、
公

海
上
は
各
国
の
航
空
機
が
交
差
す
る
空
間
で
あ
る
か
ら
、
各
国
が
独
自
の
規
則
を
こ
こ
に
持
ち
込
ん
で
他
国
の
航
空
機
に
ま
で
適
用
す
る

五
三
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
七
〇
）

と
な
れ
ば
収
集
が
つ
か
な
く
な
る
こ
と
を
回
避
す
る
趣
旨
に
出
た
も
の
で
あ
る

（
48
）

。
こ
れ
を
反
対
解
釈
す
れ
ば
、
公
海
上
の
無
関
係
な
他
国

機
に
干
渉
し
な
い
範
囲
で
、
各
国
が
自
国
内
に
お
け
る
規
制
の
延
長
線
上
で
公
海
に
規
制
を
及
ぼ
す
こ
と
ま
で
は
禁
止
し
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

実
際
、
例
え
ば
米
国
国
籍
機
は
そ
れ
で
、
そ
し
て
日
本
国
籍
機
は
そ
れ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
刑
事
法
、
行
政
法
等
の
適
用
を
公
海
上

の
空
間
に
お
い
て
も
引
き
続
き
受
け
て
い
る
。
旗
国
主
義
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
の
基
礎
に
は
、
シ
カ
ゴ
条
約
に
基
づ

か
な
い
ル
ー
ル
で
あ
る
国
法
が
、
他
と
交
差
し
な
い
排
他
的
ル
ー
ル
と
し
て
相
手
国
ま
で
の
区
間
に
お
け
る
機
内
で
連
続
的
に
効
力
を
持

ち
続
け
る
暗
黙
の
前
提
が
あ
る
。
も
と
よ
り
航
空
排
出
権
指
令
は
旗
国
主
義
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
が
、
や
は
り
こ
の
場
合
で
も
、
域
内

へ
の
離
発
着
を
基
準
と
し
て
適
用
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
の
運
航
ル
ー
ル
が
、
当
該
航
空
機
上
で
旅
程
の
全
区
間
を
通
じ
、
他
機
に
干
渉
す
る
こ
と

な
く
目
的
地
ま
で
効
力
を
有
し
続
け
る
と
評
価
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
シ
カ
ゴ
条
約
に
基
づ
か
な
い
、
と
し
て
排
除
す
る
理
由
は

な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

米
欧
オ
ー
プ
ン
ス
カ
イ
協
定
に
反
す
る
一
方
的
強
制
で
あ
る
、
と
の
批
判
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
同
協
定
は
環
境
問
題
に
つ
い
て
特
則

を
定
め
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る

（
49
）

。
す
な
わ
ち
、「
…
協
定
当
事
国
は
、
…
航
空
運
輸
サ
ー
ビ
ス
に
影
響
を
与
え
る
い
ず
れ
か
の
環
境
保

護
手
段
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
」（
一
五
条
三
項
）
と
し
、
参
照
先
の
同
二
条
は
「
協
定
の
各
当
事
国
は
、
当
事
国
双
方

の
航
空
運
送
事
業
者
が
、
本
協
定
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
国
際
航
空
運
送
を
提
供
す
る
た
め
の
、
公
正
で
機
会
均
等
な
機
会
を
与
え
る
よ

う
確
認
す
る
」。
な
お
か
つ
、「
い
ず
れ
の
当
事
国
も
、
運
輸
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
、
サ
ー
ビ
ス
の
頻
度
も
し
く
は
間
隔
、
航
空
機
の
型
式
を
一

方
的
に
制
限
さ
れ
、
又
は
運
航
予
定
の
届
出
強
制
、
不
定
期
航
空
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
も
し
く
は
運
航
計
画
の
提
出
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
。
た
だ
し
、
関
税
も
し
く
は
技
術
的
な
理
由
、
又
は
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
も
し
く
は
環
境
保
護
の
理
由
に
よ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で

五
四
〇



航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
排
出
削
減
と
国
際
社
会
（
工
藤
）

（
一
二
七
一
）

な
い
」（
三
条
四
項
）
と
も
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
則
と
し
て
米
欧
の
航
空
事
業
者
は
自
由
な
航
空
機
の
往
来
を
保
証
さ
れ
る
が
、
環
境

保
護
の
要
請
に
基
づ
く
場
合
は
一
方
的
な
規
制
に
服
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
、
外
交
的
に
事
前
合
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

（
Ｂ
）
課
税
・
課
金

航
空
排
出
権
指
令
は
、
課
税
免
除
の
慣
行
に
反
す
る
課
税
で
あ
り
（
シ
カ
ゴ
条
約
二
四
条
）、
ま
た
は
出
入
国
の
み
を
捉
え
た
根
拠
の
な

い
課
金
で
あ
る
（
同
一
五
条
）
と
の
批
判
が
あ
っ
た
。
こ
の
両
者
に
つ
い
て
は
、
排
出
権
取
引
が
も
つ
性
質
か
ら
の
反
論
が
可
能
で
あ
る
。

ま
ず
、
排
出
権
取
引
は
課
税
と
も
課
金
と
も
異
な
る
、
第
三
の
経
済
的
規
制
方
式
で
あ
る
。
課
税
課
金
は
徴
収
さ
れ
て
国
庫
公
庫
等
に

入
る
が
、
排
出
権
取
引
に
お
け
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
対
価
は
取
引
の
当
事
者
が
取
得
す
る
。
ま
た
、
課
税
課
金
は
一
定
の
基
準
に
従
い
納
付

義
務
の
み
を
生
ず
る
が
、
キ
ャ
ッ
プ
＆
ト
レ
ー
ド
方
式
に
よ
る
排
出
権
取
引
で
は
、
余
剰
排
出
権
の
売
却
に
よ
る
利
益
が
生
じ
得
る
。
こ

の
よ
う
に
、
カ
ー
ボ
ン
削
減
手
段
と
し
て
は
炭
素
税
（carbon tax

）
と
排
出
権
取
引
と
は
、
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
前

者
は
排
出
主
体
の
削
減
努
力
と
は
無
関
係
に
課
さ
れ
る
非
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
型
手
法
で
、
税
収
を
外
部
的
に
削
減
対
策
へ
と
再
投
下
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
、
排
出
主
体
の
削
減
努
力
に
よ
っ
て
負
担
が
軽
減
さ
れ
た
り
、
ま
た
は
利
益
を
生
ん
だ
り
す
る
、
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
型
手
法
と
位
置
付
け
ら
れ
、
内
部
的
に
削
減
対
策
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
。
シ
カ
ゴ
条
約
に
規
定
さ
れ
る
課
税
・
課
金
に
、
排

出
権
取
引
を
含
め
て
考
え
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
課
税
・
課
金
へ
の
該
当
性
を
前
提
と
す
る
課
税
免
除

規
定
は
、
従
っ
て
適
用
が
な
い
の
で
あ
る

（
50
）

。

つ
い
で
、
Ｅ
Ｕ
│

Ｅ
Ｔ
Ｓ
の
強
制
に
つ
い
て
、
被
乗
り
入
れ
国
と
し
て
の
Ｅ
Ｕ
が
正
当
に
行
使
で
き
る
運
航
規
則
と
評
価
で
き
る
か
否

か
の
問
題
で
あ
る
が
、
排
出
権
取
引
は
、
騒
音
や
エ
ン
ジ
ン
排
出
物
質
に
対
す
る
規
制
と
同
じ
環
境
規
制
で
あ
り
、
カ
ー
ボ
ン
の
環
境
負

五
四
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
七
二
）

荷
を
科
学
的
根
拠
に
し
、
環
境
の
保
全
を
保
護
法
益
に
し
て
い
る
。
通
行
税
の
よ
う
な
短
絡
的
な
税
収
増
加
策
と
は
一
線
を
画
す
る
の
で

あ
っ
て
、
被
乗
り
入
れ
国
が
正
当
に
行
使
し
得
る
規
制
と
考
え
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

（
Ｃ
）
域
外
適
用

航
空
排
出
権
指
令
に
対
し
て
は
、
領
空
主
権
を
確
立
す
る
シ
カ
ゴ
条
約
（
同
条
約
一
条
）
に
反
す
る
、
許
容
さ
れ
な
い
域
外
適
用
で
あ

る
と
の
批
判
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
排
出
権
取
引
の
規
制
手
法
の
特
殊
性
か
ら
の
反
論
が
可
能
で
あ
る
。

排
出
権
取
引
は
、
大
気
中
に
放
出
さ
れ
る
カ
ー
ボ
ン
を
直
接
的
物
理
的
に
減
少
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
特
定
国
の
領
域
に
あ

る
対
象
物
、
取
引
を
直
接
的
物
理
的
に
規
制
す
る
も
の
で
も
な
い
。
通
常
、
域
外
適
用
と
い
う
の
は
、
規
範
と
規
制
対
象
と
の
こ
う
し
た

連
関
の
存
在
を
捉
え
て
い
う
も
の
で
あ
る
。
先
述
の
企
業
合
併
、
環
境
汚
染
行
為
に
対
す
る
域
外
適
用
を
想
起
さ
れ
た
い
。
で
は
排
出
権

取
引
と
は
何
か
。
こ
れ
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
内
に
設
置
さ
れ
る
帳
簿
で
あ
る
「
国
別
登
録
簿
」
に
記
録
さ
れ
た
カ
ー
ボ
ン
の
計
算
上
の
数
値

に
対
し
て
、
名
目
上
行
わ
れ
る
措
置
で
あ
る

（
51
）

。
カ
ー
ボ
ン
が
環
境
に
与
え
る
影
響
は
局
地
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
、
排
出
さ
れ
た

カ
ー
ボ
ン
そ
の
も
の
が
ど
こ
に
あ
る
か
は
、
そ
も
そ
も
問
題
と
な
ら
な
い
。
現
実
に
い
ま
そ
の
と
き
排
出
さ
れ
て
い
る
も
の
で
さ
え
な
い
。

過
去
の
一
定
期
間
の
排
出
量
を
基
準
に
し
て
、
こ
れ
に
現
在
の
運
航
計
画
に
お
い
て
届
け
出
ら
れ
た
路
線
と
運
航
便
数
と
を
人
工
的
に
掛

け
合
わ
せ
た
、
数
値
の
技
術
的
処
理
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
仕
組
み
の
適
用
が
域
外
適
用
と
呼
べ
る
か
に
つ
い
て
、
国
内
企
業
が
海
外
で
の
取
引
に
お
い
て
稼
得
し
た
所
得
に
対
し
て
国
内
課

税
さ
れ
る
場
面
と
対
比
し
て
、
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
場
合
も
、
排
出
権
取
引
に
お
け
る
国
別
登
録
簿
と
同
じ
く
、
課
税
の
根
拠
と
な
る

計
算
書
類
は
国
内
の
本
店
所
在
地
に
存
在
す
る
。
ま
た
、
数
字
を
掛
け
合
わ
せ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
排
出
権
取
引
と
共
通
す
る
。

五
四
二



航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
排
出
削
減
と
国
際
社
会
（
工
藤
）

（
一
二
七
三
）

結
論
か
ら
い
う
と
、
そ
の
よ
う
な
所
得
課
税
に
つ
い
て
、
相
手
国
も
被
課
税
企
業
も
、
域
外
適
用
を
主
張
し
て
課
税
の
不
当
性
を
争
っ
た

り
は
し
な
い
。
海
外
に
お
け
る
事
業
活
動
と
、
そ
こ
で
の
現
実
の
金
銭
獲
得
の
事
実
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
数
字
上
の
処
理
を
行
っ

た
と
し
て
も
、
域
外
適
用
と
は
評
価
さ
れ
な
い
の
で
あ
る

（
52
）

。
だ
と
す
れ
ば
、
数
字
の
処
理
と
い
う
前
提
部
分
が
よ
り
観
念
的
な
排
出
権
取

引
を
逆
に
域
外
適
用
と
い
う
と
し
た
ら
、
比
例
的
正
義
に
反
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
分
析
の
正
当
性
を
裏
付
け
る
、
近
時
の
国
際
法
の
展
開
が
あ
る
。
船
舶
由
来
汚
染
物
質
に
対
す
る
寄
港
国
管
轄
権
（port-

state jurisdiction

）
の
承
認
で
あ
る

（
53
）

。
海
洋
秩
序
に
つ
い
て
の
基
本
条
約
で
あ
る
国
連
海
洋
法
条
約
（U

nited N
ations C

onvention on the 

L
aw

 of the S
ea: L

O
S
C （

54
）

）
は
、
旗
国
管
轄
権
（fl ag-state jurisdiction

）
を
基
調
と
す
る
が
、
船
舶
の
運
航
又
は
事
故
に
よ
る
環
境
汚
染

の
管
理
を
目
的
と
し
た
主
要
な
国
際
条
約
で
あ
る
、「
運
航
船
舶
由
来
環
境
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
国
際
条
約
（International C

onvention 

for the P
revention of P

ollution from
 S

hips of 1973, as m
odifi ed by the P

rotocol of 1978: M
A
R
P
O
L
 73/78 （

55
）

）」
は
、
こ
れ
を
補
完
す

る
も
の
と
し
て
寄
港
国
管
轄
権
を
定
め
る
。
同
条
約
は
ま
た
、
船
舶
由
来
の
大
気
汚
染
を
明
示
的
に
規
制
し
て
お
り
、
予
防
的
ア
プ
ロ
ー

チ
（precautionary approach

）
に
基
づ
く
問
題
対
処
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て

（
56
）

、
カ
ー
ボ
ン
規
制
も
そ
の
射
程
に
含
ま
れ
る

と
考
え
ら
れ
る

（
57
）

。
そ
し
て
、
寄
港
国
管
轄
権
は
従
来
領
水
内
及
び
排
他
的
経
済
水
域
に
つ
い
て
肯
定
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
範
囲
は
公
海

を
含
む
そ
の
先
の
海
域
へ
と
漸
次
拡
張
さ
れ
て
き
て
い
る

（
58
）

。
海
洋
汚
染
に
つ
い
て
旗
国
が
有
効
な
監
督
規
制
を
行
え
な
い
場
合
に
、
寄
港

を
条
件
と
し
て
寄
港
国
が
そ
の
領
域
を
超
え
て
汚
染
源
た
る
船
舶
を
規
制
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
航
空
排
出
権
指
令
と
本
質
を
共
有
す

る
も
の
で
あ
る
。

五
四
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
七
四
）

Ⅴ　

航
空
排
出
権
指
令
を
め
ぐ
る
政
治
的
解
決

こ
の
よ
う
に
、
国
際
環
境
法
、
国
際
航
空
法
の
両
面
的
に
、
航
空
排
出
権
指
令
は
合
法
性
を
十
分
に
論
証
で
き
る
制
度
と
し
て
構
築
さ

れ
て
い
る
と
評
価
し
て
よ
い
。
そ
し
て
Ｅ
Ｃ
Ｊ
判
決
も
こ
れ
に
法
的
拘
束
力
を
与
え
た
。
し
か
し
、
国
際
社
会
の
反
発
は
同
判
決
後
も
収

ま
る
ど
こ
ろ
か
、
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
え
し
て
い
っ
た
。
制
度
の
合
法
性
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
的
な
ル
ー
ル
強
制
と
い
う
強
引
な

手
法
、
表
向
き
相
手
国
の
主
権
を
脅
か
す
よ
う
な
好
戦
的
な
地
理
的
適
用
範
囲
と
い
っ
た
諸
要
素
は
、
国
際
政
治
の
世
界
に
波
紋
を
投
げ

か
け
る
の
に
十
分
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
航
空
由
来
の
カ
ー
ボ
ン
は
産
業
部
門
全
体
か
ら
み
れ
ば
、
極
め
て
限
定
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
危
険
を
冒
す
意
味
が
Ｅ
Ｕ
か
ら
し
て
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
が
、
最
期
に
疑
問
と
し
て
湧
い
て
く
る
。

結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
Ｅ
Ｕ
に
は
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
主
導
に
よ
る
世
界
的
規
模
で
か
つ
実
効
的
な
排
出
削
減
を
望
む
本
心
が
あ
り
、
確

信
犯
と
し
て
あ
え
て
こ
の
挑
戦
的
な
制
度
を
も
っ
て
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
内
部
で
の
意
思
決
定
を
後
押
し
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の

合
意
形
成
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
影
を
落
と
す
南
北
問
題
の
存
在
か
ら
、
そ
の
答
え
を
紐
解
い
て
み
よ
う
。

1　

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
と
航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
削
減

Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
及
び
京
都
議
定
書
に
は
、「
共
通
だ
が
差
異
あ
る
責
任
」
と
い
う
「
原
則
」
が
あ
る
。
附
属
書
Ⅰ
国
と
呼
ば
れ
る
先
進

国
（
経
済
移
行
国
を
含
む
）
が
、
率
先
し
て
カ
ー
ボ
ン
の
削
減
に
取
り
組
む
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
一
方
で
、
環
境
保
護
と
い
う
グ

ロ
ー
バ
ル
な
政
策
課
題
は
、
本
来
人
類
が
一
致
し
て
対
応
す
べ
き
問
題
で
あ
り
、
先
進
国
は
も
ち
ろ
ん
発
展
途
上
国
に
も
共
通
の
責
任
が

あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
他
方
で
、
地
球
環
境
悪
化
は
産
業
革
命
以
後
の
人
為
的
活
動
の
蓄
積
の
結
果
で
あ
り
、
そ
の
主
体
で
あ
っ
た
先

五
四
四



航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
排
出
削
減
と
国
際
社
会
（
工
藤
）

（
一
二
七
五
）

進
国
が
主
と
し
て
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
、
と
の
主
張
も
な
り
立
つ
。「
共
通
だ
が
差
異
あ
る
責
任
」
は
、
後
者
の
見
解
を
強
力
に
主

張
す
る
途
上
国
に
譲
歩
す
る
か
た
ち
で
、
先
進
国
が
呑
ん
だ
条
件
で
あ
る
。

カ
ー
ボ
ン
の
削
減
は
、
現
実
問
題
多
額
の
コ
ス
ト
を
伴
う
。
先
進
国
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
条
件
を
呑
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
。

そ
こ
に
は
、
国
連
に
お
け
る
合
意
形
成
に
内
在
す
る
民
主
主
義
の
限
界
が
あ
る
。
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
の
附
属
書
Ⅰ
国
は
三
五
か
国
に
地
域
共

同
体
た
る
Ｅ
Ｕ
を
加
え
た
三
六
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
の
締
約
国
は
一
九
五
を
数
え
る
。
つ
ま
り
先
進
国
が
前
者
の
見

解
を
主
張
し
た
と
し
て
も
、
国
際
的
合
意
形
成
に
あ
た
っ
て
は
結
局
、
後
者
の
見
解
す
な
わ
ち
途
上
国
側
の
数
に
は
勝
て
ず
、
後
者
の
見

解
に
歩
み
寄
る
し
か
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
論
理
は
国
際
環
境
法
と
国
際
航
空
法
と
が
重
な
る
、
航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
削
減
問

題
に
も
当
て
は
ま
る
。

国
際
航
空
の
法
的
枠
組
み
を
定
め
る
シ
カ
ゴ
条
約
は
、「
締
約
国
の
権
利
が
充
分
に
尊
重
さ
れ
る
こ
と
及
び
す
べ
て
の
締
約
国
が
国
際

航
空
企
業
を
運
営
す
る
公
正
な
機
会
を
も
つ
こ
と
を
確
保
す
る
」（
四
四
条
）
と
し
て
、「
機
会
均
等
主
義
」
を
掲
げ
て
い
る
。
国
際
航
空

が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
た
め
に
は
、
万
国
で
遍
く
共
通
な
安
全
規
制
が
敷
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
そ
の
基
礎
の
う
え
で
は
先
進
国
、
途

上
国
問
わ
ず
に
平
等
の
事
業
機
会
が
保
証
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
重
要
度
を
増
し
て
き
た
地
球
環
境
問
題
、
と
り
わ

け
航
空
排
出
権
問
題
に
つ
い
て
解
決
を
模
索
す
る
と
き
に
、
京
都
議
定
書
が
示
唆
す
る
と
お
り
、
シ
カ
ゴ
条
約
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
る
国

連
の
航
空
専
門
機
関
で
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
で
こ
れ
を
行
お
う
と
す
る
と
、
三
五
対
一
九
五
と
い
う
南
北
問
題
の
力
学
に
直
面
す
る
。
つ
ま
り
、

シ
カ
ゴ
条
約
は
機
会
均
等
主
義
を
標
榜
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
お
け
る
合
意
形
成
は
途
上
国
側
の
利
害
を
色
濃
く
反
映
す

る
こ
と
と
な
っ
て
、「
共
通
だ
が
差
異
あ
る
責
任
」
的
な
結
論
を
導
き
や
す
い
。
本
問
題
に
当
て
は
め
れ
ば
、
航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
を
産

業
横
断
的
に
一
律
に
削
減
す
る
と
い
う
意
思
決
定
を
先
送
り
に
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
京
都
議
定
書
に
お
い
て
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
を
通

五
四
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
七
六
）

じ
た
削
減
追
求
が
規
定
さ
れ
て
か
ら
実
に
一
五
年
以
上
も
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
お
い
て
議
論
が
進
展
し
な
か
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
た
め
で

あ
る
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
は
途
上
国
の
意
図
を
反
映
し
て
、
こ
の
間
あ
え
て
カ
ー
ボ
ン
削
減
を
主
導
し
て
こ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

2　

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
第
三
八
回
総
会
に
お
け
る
歴
史
的
成
果

こ
の
よ
う
な
状
況
が
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
に
一
変
し
た
。
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の
第
三
八
回
総
会
に
お
い
て
、
航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
削
減
手

段
と
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
自
身
が
二
〇
一
六
年
ま
で
に
Ｅ
Ｔ
Ｓ
を
開
発
し
、
二
〇
二
〇
年
に
は
こ
れ
を
国
際
的
に
統
一
し
て
施
行
す
る
こ
と

が
、
つ
い
に
決
議
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
59
）

。
二
〇
一
〇
年
の
同
第
三
七
回
総
会
段
階
で
は
、
二
〇
五
〇
年
ま
で
の
間
世
界
平
均
で
二
％
の
炭
素

効
率
改
善
を
目
指
す
、
と
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た

（
60
）

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
前
述
の
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
お
け
る
国
際
的
合
意
形
成
上
の
制
約
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
三
年
間
で
劇
的
な
変
化
が
起
き
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
に
こ
の
よ
う
な
進
展
が
み
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
お
い
て
新
た
に
世
界
共
通
の
航
空
排
出
権
取
引
（
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
│

Ｅ
Ｔ
Ｓ
）
が
構
築
さ
れ
る
と
、
指
令
に
基
づ
く
Ｅ
Ｕ
│

Ｅ
Ｔ
Ｓ
の
航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
へ
の
適
用
は
役
目
を
終
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
み
る
と
、
Ｅ
Ｕ
は
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
低
炭
素
航
空
に
向

け
た
国
際
的
リ
ー
ダ
ー
の
地
位
を
開
け
渡
す
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、
地
球
温
暖
化
阻
止
の
た
め
に
は
、
カ
ー
ボ
ン
削
減
を
よ
り
広
い
産

業
領
域
を
カ
バ
ー
し
世
界
的
規
模
で
進
め
る
必
要
が
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
│

Ｅ
Ｔ
Ｓ
の
航
空
分
野
へ
の
適
用
は
そ
の
た
め
の
一
手
段
に
過
ぎ
な

か
っ
た
。
も
っ
と
い
え
ば
、
ど
れ
だ
け
地
理
的
適
用
範
囲
を
拡
張
し
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
結
局
は
Ｅ
Ｕ
就
航
路
線
と
い
う
限
ら
れ
た
部

分
し
か
カ
バ
ー
で
き
な
い
Ｅ
Ｕ
│

Ｅ
Ｔ
Ｓ
は
、
地
球
規
模
の
温
暖
化
対
策
と
い
う
目
的
に
照
ら
し
て
最
初
か
ら
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
全
世
界
を
カ
バ
ー
す
る
削
減
努
力
を
促
す
意
味
で
は
、
航
空
排
出
権
指
令
は
、
不
可
欠
な
ス
テ
ッ
プ
で
あ
っ
た

五
四
六



航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
排
出
削
減
と
国
際
社
会
（
工
藤
）

（
一
二
七
七
）

と
評
価
で
き
る
。
先
述
の
と
お
り
、
今
回
の
Ｅ
Ｕ
指
令
に
対
し
て
、
感
情
的
な
反
発
冷
め
や
ら
な
い
国
際
社
会
も
、
二
〇
一
一
年
末
の

Ｅ
Ｃ
Ｊ
判
決
の
後
、
次
な
る
法
的
手
段
に
訴
え
て
こ
れ
を
覆
す
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
が
、

国
際
的
な
紛
争
解
決
の
た
め
に
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
国
家
間
」
の
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
が
指
令
を
通
じ

て
加
盟
国
に
国
内
立
法
措
置
を
採
ら
せ
、
そ
の
規
制
対
象
と
し
て
私
人
た
る
航
空
事
業
者
を
間
接
的
に
捕
捉
す
る
航
空
排
出
権
指
令
に
つ

い
て
は
、
相
手
国
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
提
訴
す
る
適
格
を
欠
く

（
61
）

。
ま
た
、
域
外
適
用
が
競
争
制
限
に
あ
た
る
場
合
、
一
般
的
に
は
国
際
貿
易
機
関

（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
の
紛
争
処
理
機
関
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
ル
ー
ル
は
、
一
つ
は
環
境
保
護
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
、
い

ま
一
つ
は
国
際
航
空
運
送
に
つ
い
て
、
政
策
的
見
地
か
ら
適
用
除
外
（exem

ption

）
を
規
定
し
て
お
り
、
相
手
国
は
こ
れ
に
訴
え
る
こ
と

も
で
き
な
い

（
62
）

。
そ
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の
理
事
会
は
国
際
航
空
紛
争
の
解
決
機
能
を
有
し
て
い
る
が

（
63
）

、
本
件
で
は
京
都
議
定
書
に
基
づ
く

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
主
導
の
カ
ー
ボ
ン
削
減
努
力
の
芳
し
く
な
い
進
捗
状
況
と
の
兼
ね
合
い
が
問
題
と
な
る
た
め
に
、
そ
の
管
轄
権
が
肯
定
さ
れ
る

可
能
性
も
低
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
二
〇
一
二
年
一
月
に
Ｅ
Ｕ
航
空
排
出
権
指
令
が
施
行
さ
れ
た
が
、
二
〇
一
二
年
中
の
実
績
に
基
づ
き
排
出
権
の

購
入
義
務
、
あ
る
い
は
指
令
不
遵
守
の
場
合
の
制
裁
措
置
が
実
際
に
発
動
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
二
〇
一
三
年
四
月
が
交
渉
の
現
実
的

な
リ
ミ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
二
〇
一
〇
年
の
第
三
七
回
総
会
が
成
果
を
生
む
べ
き
最
後
の
機
会
だ
っ
た
の
で
あ

る
が
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
は
こ
こ
で
何
ら
の
具
体
的
な
合
意
も
示
し
得
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
Ｅ
Ｕ
は
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
、
航
空
排
出
権
指
令

の
Ｅ
Ｕ
域
外
で
の
施
行
を
暫
定
的
に
停
止
す
る
「S

top the C
lock

宣
言
」
を
行
っ
た

（
64
）

。
問
題
を
無
期
限
先
送
り
に
し
て
い
た
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ

に
向
け
た
、
翌
年
の
第
三
八
回
総
会
で
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
促
す
た
め
の
譲
歩
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
総
会
に

お
け
る
多
数
派
で
あ
る
途
上
国
か
ら
す
れ
ば
、
直
接
に
影
響
力
を
行
使
で
き
な
い
Ｅ
Ｕ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
削
減
義
務
を
負
わ

五
四
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
七
八
）

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
く
ら
い
な
ら
、
数
の
利
の
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
で
の
ス
キ
ー
ム
と
し
て
受
け
入
れ
た
方
が
ま
だ
ま
し
で
あ
る
。
と
く
に
、

「
ポ
ス
ト
京
都
」
と
呼
ば
れ
る
京
都
議
定
書
後
の
カ
ー
ボ
ン
削
減
の
た
め
の
新
た
な
国
際
的
枠
組
み
が
、
航
空
分
野
に
お
け
る
議
論
の
延

長
線
上
で
、
途
上
国
に
一
般
的
な
削
減
義
務
を
負
わ
せ
る
方
向
で
具
体
化
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
か
え
っ
て
影
響
が
甚
大
と
な
る
。
そ
こ

で
、
排
出
権
取
引
の
導
入
を
受
け
入
れ
る
一
方
、「
こ
こ
で
の
締
約
国
間
合
意
は
、
ポ
ス
ト
京
都
に
関
す
る
議
論
に
、
い
か
な
る
意
味
に

お
い
て
も
影
響
す
る
こ
と
は
な
い

（
65
）

」
と
の
一
文
を
挿
入
し
て
影
響
を
航
空
分
野
に
局
限
化
し
た
う
え
で
、
前
述
の
第
三
八
回
総
会
決
議
を

行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
際
上
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
が
、
Ｅ
Ｕ
に
よ
っ
て
周
到
に
用
意
さ
れ
た
シ
ナ
リ
オ
に
基
づ
き
、
地
理
的
適
用
範
囲
を

全
世
界
に
広
げ
つ
つ
、
Ｅ
Ｕ
│

Ｅ
Ｔ
Ｓ
の
原
理
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
指
令
の
合
法
性
を
駆

け
引
き
の
材
料
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
は
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
の
譲
歩
を
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
右
時
系
列
に
あ
て
は
め
て
考
え
れ
ば
、
こ
の
時
期
に

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
内
で
の
議
論
が
急
展
開
し
た
こ
と
も
首
肯
で
き
る
。

Ⅵ　

結　

語

以
上
の
と
お
り
、
航
空
排
出
権
指
令
は
、
国
際
環
境
法
や
国
際
航
空
法
の
諸
論
点
に
つ
い
て
違
法
性
を
疑
わ
れ
他
国
か
ら
批
判
を
浴
び

た
が
、
そ
れ
ら
は
何
も
偶
然
の
結
果
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｕ
が
そ
の
よ
う
な
内
容
と
手
法
を
自
ら
指
令
に
含
め
た
こ
と
に
よ
る
、
予
想
の
範
囲

内
の
反
応
で
あ
っ
た
で
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
Ｅ
Ｕ
特
有
の
事
情
と
、
彼
ら
の
真
意
が
認
め
ら
れ
る
。

Ｅ
Ｕ
は
、
一
九
九
七
年
に
域
内
航
空
自
由
化
を
達
成
し
、
二
〇
〇
七
年
の
米
欧
オ
ー
プ
ン
ス
カ
イ
協
定
の
発
効
も
あ
り
、
世
界
で
最
も

航
空
運
輸
の
自
由
化
が
進
ん
だ
エ
リ
ア
と
な
っ
て
い
る

（
66
）

。
そ
の
結
果
、
多
国
籍
航
空
企
業
が
誕
生
し
、
戦
略
的
航
空
提
携
（alliance

）
が

進
行
し
、
格
安
航
空
会
社
（low

 cost carrier

）
が
台
頭
し
て
、
航
空
輸
送
量
が
目
覚
ま
し
く
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
京
都
議
定

五
四
八



航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
排
出
削
減
と
国
際
社
会
（
工
藤
）

（
一
二
七
九
）

書
で
は
除
外
さ
れ
て
い
る
国
際
航
空
分
野
で
生
み
出
さ
れ
る
カ
ー
ボ
ン
が
、
他
の
産
業
分
野
で
生
み
出
さ
れ
る
そ
の
削
減
努
力
を
大
き
く

相
殺
す
る
事
態
に
陥
っ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
に
は
、
気
候
変
動
を
食
い
止
め
た
い
切
実
な
事
情
も
あ
る
。
気
候
変
動
は
、
地
球
温
暖
化
と
同
義
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

実
は
部
分
的
に
寒
冷
化
を
も
進
行
さ
せ
る

（
67
）

。
実
際
Ｅ
Ｕ
で
は
、
気
候
変
動
に
よ
る
偏
西
風
の
蛇
行
な
ど
が
原
因
で
近
年
寒
波
が
入
り
や
す

く
な
っ
て
お
り
、
数
百
人
規
模
の
死
者
を
出
す
大
寒
波
に
毎
年
の
よ
う
に
お
そ
わ
れ
る
な
ど
の
、
事
態
の
深
刻
化
が
み
ら
れ
る
。
一
層
の

寒
冷
化
が
進
む
と
農
作
物
被
害
が
生
じ
、
食
料
安
全
保
障
上
も
問
題
が
大
き
い
。

以
上
の
と
お
り
Ｅ
Ｕ
は
、
京
都
議
定
書
が
付
託
す
る
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
で
の
炭
素
効
率
向
上
と
い
う
成
果
を
、
他
の
ど
の
国
よ
り
も
強
く
欲
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
お
け
る
合
意
形
成
過
程
を
考
慮
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
外
圧
に
よ
っ
て
で
な
け
れ

ば
成
果
を
生
ま
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
は
あ
え
て
合
法
か
違
法
か
の
検
証
を
要
す
る
限
界
の
ラ
イ
ン
で
航
空
排
出
権
指
令
を

提
示
す
る
こ
と
で
、
国
際
的
な
議
論
を
呼
び
起
こ
し
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
に
早
急
な
対
応
を
行
う
よ
う
に
促
し
た
と
考
え
て
も
違
和
感
は
な
い
。

そ
し
て
そ
の
狙
い
が
的
を
射
る
か
否
か
は
、
二
〇
一
六
年
に
開
催
さ
れ
る
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
第
三
九
回
総
会
が
、
政
治
的
な
妥
協
の
場
に
陥
る
こ

と
な
く
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
│

Ｅ
Ｔ
Ｓ
に
つ
い
て
実
効
的
な
成
果
を
生
み
出
せ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

本
稿
は
、
平
成
二
十
一
年
度
日
本
大
学
学
術
研
究
助
成
金
「
Ｅ
Ｕ
排
出
権
指
令
の
域
外
航
空
運
送
事
業

者
へ
の
適
用
上
の
問
題
」
に
基
づ
く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

五
四
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
八
〇
）

（
1
） 

地
球
温
暖
化
（global w

arm
ing

）
に
つ
い
て
の
科
学
的
な
研
究
の
収
集
・
分
析
を
行
っ
て
い
る
気
候
変
動
に
関
す
る
政
府
間
パ
ネ
ル

（Intergovernm
ental P

anel on C
lim

ate C
hange, IP

C
C

）
の
第
五
次
評
価
報
告
書
（
二
〇
一
三
年
）
は
、
二
〇
世
紀
半
ば
以
降
に
観
測
さ
れ

た
温
暖
化
は
人
類
の
活
動
の
結
果
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
、
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
（http://w

w
w
.clim

atechange2013.org/im
ages/

report/W
G
1A

R
5_ C

hapter01_F
IN

A
L
.pdf 

（last visited O
ct. 2, 2014

）.

）。

（
2
） N

ational O
ceanic and A

tm
ospheric A

dm
inistration, U

S
 D

epartm
ent of C

om
m
erce, N

ew
 analyses fi nd evidence of hum

an-

caused clim
ate change in half of the 12 extrem

e w
eather and clim

ate events analyzed from
 2012 

（S
ep. 5, 2013

）, available at 

http://w
w
w
.noaanew

s.noaa.gov/stories2013/20130905-extrem
ew

eatherandclim
ateevents.htm

l 

（last visited O
ct. 2, 2014

）.

（
3
） U

N
 F

ram
ew

ork C
onvention on C

lim
ate C

hange 

（hereinafter “U
N
F
C
C
C

”

）, M
ay 29, 1992, 31 I.L

.M
. 849.

（
4
） K

yoto P
rotocol to the U

nited N
ations F

ram
ew

ork C
onvention on C

lim
ate C

hange, D
ec. 10, 1997, 37 I.L

.M
. 22.

（
5
） 

締
約
国
会
議
（
Ｃ
Ｏ
Ｐ
）
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
の
最
高
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
（Id., art. 13; http://unfccc.int/bodies/body/6383.php 

（last visited O
ct. 2, 2014

）.

）。

（
6
） P

aul G
. H

arris, T
he E

uropean U
nion and E

nvironm
ental C

hange: S
haring the B

urdens of G
lobal W

arm
ing, 17 C

olo. J. 

Int’l E
nvtl. L

. &
 P

ol’y 309 

（2006

）.

（
7
） 

過
去
の
デ
ー
タ
か
ら
産
業
別
の
標
準
排
出
量
を
定
め
、
そ
れ
を
下
回
っ
た
事
業
者
に
は
余
剰
の
「
排
出
権
（em

ission allow
ances

）」
を
他

者
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
認
め
る
一
方
、
標
準
を
上
回
っ
た
事
業
者
は
そ
の
分
の
排
出
量
に
見
合
っ
た
排
出
権
を
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
、

キ
ャ
ッ
プ
＆
ト
レ
ー
ド
（C

ap &
 T

rade

）
と
い
わ
れ
る
仕
組
み
で
あ
る
。
削
減
努
力
を
し
た
事
業
者
は
経
済
的
に
報
わ
れ
、
逆
に
、
努
力
を
怠
っ

た
事
業
者
は
コ
ス
ト
増
に
苦
し
め
ら
れ
る
。
こ
の
仕
組
み
自
体
は
、
燃
料
効
率
を
上
げ
た
り
炭
素
を
吸
着
除
去
し
た
り
と
い
っ
た
、
削
減
手
段
と
し

て
直
接
的
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
う
し
た
炭
素
削
減
努
力
に
経
済
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
間
接
的
手
段
、
換
言
す
れ
ば
、
直
接
的

削
減
手
段
を
積
極
的
に
採
用
さ
せ
る
ブ
ー
ス
タ
ー
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
（D

avid M
. D

riesen, P
utting a P

rice on C
arbon: the M

etaphor, 

44 E
nvtl. L

. 695 

（2014

）.

）。
排
出
削
減
の
た
め
の
各
種
手
法
に
つ
き
、K

aylin G
aal, “S

oaring” G
as P

rices: P
olicy C

onsiderations for 

the E
uropean U

nion E
m
issions T

rading S
ystem

 and A
viation, 38 W

m
. &

 M
ary E

nvtl. L
. &

 P
ol’y R

ev. 221 et seq. 

（2013

）
参
照
。

五
五
〇



航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
排
出
削
減
と
国
際
社
会
（
工
藤
）

（
一
二
八
一
）

（
8
） 

Ｅ
Ｕ
が
域
内
の
法
統
一
を
行
う
手
法
に
は
、
主
と
し
て
規
則
（regulation

）
と
指
令
（directive

）
の
二
種
類
が
あ
る
。
前
者
は
、
Ｅ
Ｕ
の

法
規
が
直
接
に
加
盟
国
の
国
内
関
係
に
適
用
さ
れ
る
直
接
的
な
ル
ー
ル
、
後
者
は
、
Ｅ
Ｕ
の
法
規
が
加
盟
国
の
国
内
立
法
措
置
を
要
求
す
る
と
い
う

間
接
的
な
ル
ー
ル
で
あ
る
。
な
お
、
特
定
の
加
盟
国
、
企
業
、
個
人
に
対
象
を
限
定
し
、
限
定
さ
れ
た
対
象
に
対
し
て
は
直
接
に
効
力
を
有
す
る
、

決
定
（decision

）
と
呼
ば
れ
る
手
法
も
あ
る
（http://ec.europa.eu/legislation/index_en.htm

 

（last visited O
ct. 2, 2014

）.

）。

（
9
） C

ouncil D
irective 2008/101/E

C
, 2009 O

.J. 

（L
 8

）（E
U

）（hereinafter “A
viation E

m
issions D

irective”

）. S
ee K

atelyn E
. 

C
iolino, N

ote, U
p in the A

ir: the C
onfl ict S

urrounding the E
uropean U

nion’s A
viation D

irective and the Im
plications of a 

Judicial R
esolution, 38 B

rooklyn J. Int’l L
. 1151 

（2013

）.

（
10
） Jane A

. L
eggett, B

art E
lias &

 D
aniel T

. S
hedd, A

viation and the E
uropean U

nion’s E
m
ission T

rading S
chem

e, C
R
S
 

R
eport for C

ongress R
42392 at 21 

（2012

）, available at http://fas.org/sgp/crs/row
/R

42392.pdf 

（last visited O
ct. 2, 2013

）; R
üdiger 

W
urzel, A

nthony R
. Z

ito &
 A

. J. Jordan, E
nvironm

ental G
overnance in E

urope: A
 C

om
parative A

nalysis of the U
se of N

ew
 

E
nvironm

ental P
olicy Instrum

ents 175 
（2013

）.

（
11
） 

カ
ー
ボ
ン
の
削
減
は
、
目
標
が
設
定
さ
れ
た
自
国
内
の
努
力
に
お
い
て
達
成
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
既
に
高
い
炭
素
効
率
を
実
現

し
て
い
る
先
進
国
で
は
そ
の
取
組
み
に
も
限
界
が
あ
る
た
め
、
排
出
削
減
を
費
用
対
効
果
の
よ
り
高
い
方
法
で
行
う
た
め
に
、
排
出
削
減
努
力
を
国

際
的
に
融
通
す
る
仕
組
み
を
定
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
京
都
議
定
書
で
先
進
国
が
義
務
付
け
ら
れ
た
排
出
削
減
目
標
を
、
他
国
と
融
通
し

あ
っ
て
効
率
よ
く
進
め
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
京
都
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
は
三
種
あ
る
。

①
ク
リ
ー
ン
開
発
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
Ｃ
Ｄ
Ｍ
）
は
、
先
進
国
の
主
体
が
、
途
上
国
で
の
排
出
削
減
・
吸
収
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
投
資
や
技
術
提
供
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
で
の
排
出
削
減
分
（
又
は
吸
収
増
加
分
）
の
一
部
を
自
国
に
移
転
さ
せ
る
仕
組
み
で
あ
る
。
②
共
同
実
施
（
Ｊ
Ｉ
）
は
、
排

出
削
減
目
標
を
も
つ
先
進
国
同
士
で
排
出
削
減･

吸
収
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
い
、
そ
こ
か
ら
の
排
出
削
減
分
（
又
は
吸
収
増
加
分
）
の
一
部
を
分
配

す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
③
国
際
排
出
権
取
引
（
Ｉ
Ｅ
Ｔ
）
は
、
京
都
議
定
書
の
も
と
で
排
出
削
減
目
標
を
負
う
先
進
国
同
士
が
、
余
剰
又
は
不
足
排

出
権
の
取
引
を
す
る
仕
組
み
で
あ
る
（A

nastasia T
elesetsky, International L

aw
: T

reaties the K
yoto P

rotocol, 26 E
cology L

.Q
. 797, 

805-810 

（1999

）.

）。

五
五
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
二
八
二
）

（
12
） S

usan J. K
urkow

ski, D
istributing the R

ight to P
ollute in the E

uropean U
nion: E

ffi  ciency, E
quity, and the E

nvironm
ent, 14 

N
.Y

.U
. E

nvtl. L
.J. 698 

（2006

）.
（
13
） G

iuseppe D
ari-M

attiacci &
 Josephine van Z

eben, L
egal and M

arket U
ncertainty in M

arket-B
ased Instrum

ents: the C
ase 

of the E
U
 E

T
S
, 19 N

.Y
.U

. E
nvtl. L

.J. 415 

（2012

）.

（
14
） A

viation E
m
issions D

irective, supra note 9, at art. 3a. S
ee A

. A
nger-K

raavi &
 J. K

öhler, A
viation and the E

U
 E

m
issions 

T
rading S

yatem
, L

. B
udd et al eds., S

ustainable A
viation F

utures 116 

（2013

）.

（
15
） 

二
〇
一
〇
│
一
一
年
度
。International E

nergy A
gency, C

O
2  E

m
issions from

 F
uel C

om
bustion H

ighlights 2013 at 10, fi g. 7, 

available at http://w
w
w
.iea.org/publications/freepublications/publication/co2em

issionsfrom
fuelcom

bustionhighlights2013.pdf 

（last visited O
ct. 31, 2014

）.

（
16
） D

aniel B
. R

eagan, N
ote, P

utting International A
viation Into the E

uropean U
nion E

m
issions T

rading S
chem

e: C
an E

urope 

D
o It F

lying S
olo?, 35 B

.C
. E

nvtl. A
ff . L

. R
ev. 349 

（2008

）.

（
17
） E

uropean C
om

m
ission A

nnual A
nalyses of the E

U
 A

ir T
ransport M

arket 2012

│E
xecutive S

um
m
ary, F

igure: M
apping out 

the industry com
m
itm

ents to achieving em
issions reductions at 20 

（2013

）, available at http://ec.europa.eu/transport/m
odes/

air/internal_m
arket/observatory_m

arket/doc/annual-2012-sum
m
ary.pdf 

（last visited O
ct. 3, 2014

）.

（
18
） A

viation E
m
issions D

irective, supra note 9, at 3c.

（
19
） Id., fi nal provisions, art. 4.

（
20
） Id., A
nnex I, 6.

（
21
） T

ate L
. H

em
ingson, C

om
m
ent, W

hy A
irlines S

hould B
e A

fraid: the P
otential Im

pact of C
ap and T

rade and O
ther C

arbon 

E
m
issions R

eduction P
roposals on the A

irline Industry, 75 J. A
ir L

. &
 C

om
. 741 

（2010

）.

（
22
） L

eggett, E
lias &

 S
hedd, supra note 10, at 21.

（
23
） C

ase C
-366/10, A

ir T
ransp. A

ss’n of A
m
 v. S

ec’y of S
tate for E

nergy and C
lim

ate C
hange, 2011 E

ur-L
E
X
 62010C

J0366 

五
五
二



航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
排
出
削
減
と
国
際
社
会
（
工
藤
）

（
一
二
八
三
）

（D
ec. 21, 2011

）. S
ee P

atrick S
ecor, C

ase C
om

m
ent, E

U
 E

m
issions S

tandards M
ay B

e A
pplied T

o T
hird-S

tate A
irlines D

eparting 

F
rom

 M
em

ber S
tates: C

ase C
-366/10, A

ir T
ransp. A

ss’n of A
m
. v. S

ec’y of S
tate for E

nergy &
 C

lim
ate C

hange, 49

（3

） C.M
.L

.R
. 

1113 
（2011

）; T
om

asz K
oziel, E

xtraterritorial A
pplication of E

U
 E

nvironm
ental L

aw
: Im

plications of the E
C
J’s Judgm

ent in A
ir 

T
ransport A

ssociation of A
m
erica, 19 C

olum
. J. E

ur. L
. O

nline 2 

（2012

）; L
auren E

. M
ullen, N

ote, T
he E

uropean U
nion 

O
verstepping Its B

ounds and B
orders: the E

xtraterritorial E
ffect of the E

m
issions T

rading S
ystem

 and Its C
all for 

M
ultilateral A

ction, 74 U
. P

itt. L
. R

ev. 783 

（2013

）.

（
24
） http://greenaironline.bondw

aresite.com
/new

s.php?view
S
tory=1273 

（last visited O
ct. 2, 2014

）.

（
25
） S

uzanne G
oldenberg, C

ongress vote on E
U
 carbon schem

e m
ay block U

S
 airlines from

 paying, T
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